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第 2次世界大戦勃発後､世界の科学技術は急速

に発展 し､特に先進国は経済発展の ｢黄金時代｣

とでもいうべき時期に入った｡しかし､経済が発

展することで､自然資源の大量消費という事態も

発生 した｡その結果､各国の経済活動によって､

自然資源が過度に消費されるという状態が続いて

いる｡特に1970年代以降の人口の激増とそれに伴

う需要の増加､さらに途上国の ｢蜂起｣によって､

自然環境に対するマイナスの影響 (以下､環境負

荷と称する)が急激に増大し､環境汚染が深刻化

してきた｡

上記の状況は､以下のように言い換えることが

できる｡すなわち､現在我々は ｢未来に借越のあ

る生活の時代｣(注 1)に生きている､というこ

とである｡これは世界経済が依存している自然資

源の消費過多と生態環境の破壊を意味している｡

具体的に言えば､経済活動による産出量に対して､

それをまかなう自然資源の消費量が対応しきれず､

将来の経済活動に用いるための自然資源まで現在

の経済活動が消費してしまっているということで

ある｡

上記の諸点から､世界の経済発展は自然資源

との関係を考慮せねばならない時代となってい

る､といえる.すなわち､人頬の発展と自然保

護､経済活動と自然環境の関係といった問題を無

視することはできなくなっているのである｡その

結果､自然資源の消費過多と経済活動から発生す

る環境負荷によって生じた､自然環境の悪化に対

して､世界規模での環境保護運動が発生 ･展開さ

れるようになった｡

そして､上記の諸点に直面した会計領域に携わ

る研究者や実務家の多くが､環境保護運動に応じ

て会計がいかなる形で環境保護に貢献可能である

かを模索するようになった｡その結果､環境と会

計を融合 した､環境会計の研究 ･発展がなされる

ようになったのである｡

環境会計は､主に貨幣的に環境負荷等に代表さ

れる環境関連情報を測定 ･作成 ･開示するための

ツールである｡そして環境関連法規等に基づき､

経済発展と環境 ･自然資源との関係を研究するも
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のである｡様々な環境会計技法が提唱 ･実施され

ているが､本稿では､環境資産と環境負債の認識･

測定 ･記録を行い､環境業績と環境保全活動に関

連した財務的影響を分析する新しい研究分野にお

ける技法としての環境会計を述べていくこととす

る｡

本稿における環境会計とは､経済活動によって

消費された自然資源をいかに補償するかを中心に

展開する会計である｡すなわち､会計学と環境経

営経済学を有機的に結合し､経済発展と環境保護

の調和を実現する上で有効な､価値ある情報を作

成 ･提供することを主目的とする｡ちなみに､本

稿で筆者が示す環境会計は､自然環境資源の枯渇

と自然環境の悪化という状況に対して､伝統的な

会計の在り方が批判されたことによって生成され

た｡

Ⅰ 中国における環境会計の起源

中国における環境会計は､会計学､経営学､環

境科学､現代経済学､そして､いわゆる ｢持続可

能な発展理論｣等が総合的に結合したものである

(注 2)｡環境会計は自然環境資源と社会環境資源

の消費 ･悪化を､いかにして補償 ･修復するかを

主たる論点におき､そのための情報ツールとして

生成 ･展開されてきた会計領域である｡中国にお

ける環境会計も､環境価値の変化の認識､測定､

伝達､分析と､持続可能な発展に関する諸領域を

主たる研究目的としている｡そして､意思決定者

およびその情報利用者に有用な環境情報を提供す

るための会計理論 ･方法として､認識されている

(注 3)0

1.環境会計生成の背景

中国における環境会計の生成 ･発展を述べる前

に､諸国の環境会計の生成 ･発展について概述す

べきであるが､本稿では紙面の関係もあり割愛 し

た｡諸国の環境会計に関しては､他稿にて述べる

こととしたい｡

環境会計の実施主体の中心は､企業である｡そ

して企業は営利主体である以上､政府や社会から

の環境法規制や世論の圧力に代表される外部圧力

が存在しない場合､自主的に環境保護に取り組む

企業は､上記の外部圧力が存在する場合と比較 し

て､非常に少ないであろうと考えられる｡その意

味において､環境会計技法をどのように定義する

かにもよるが､環境法規がなければ環境会計は成

り立たたないという状況は起こりうる｡環境法規

が存在しないことによって､環境会計の発展が阻

害されることもありうるし､結果的に環境情報開

示が行われないという状況も発生するであろう｡

国､地域､企業にもよるが､上記の意味において､

仮に環境法規が存在しなかったならば､環境会計

システムが企業によって考案され､定着するとい

うことはなされないという状況も指摘できる｡例

えば､欧米等の先進国における環境会計の生成と

発展の過程は､環境法規制の形成と補完の過程で

あるといっても過言ではない｡それに加えて､法

規制と企業の経済利益､そして環境保護意識を結

合することにより､企業は自主的に環境影響を測

定し､環境情報を作成 して外部に開示することに

繋がると考えられる｡

中国では改革開放以来､経済の発展とともに環

境保護がますさす重視され､数多くの環境保讃法

規を公布してきた｡これらは中国の環境会計研究

における制度構築のための基礎となったものである｡

現行の中国における環境に関する法規は､1979

年から制定されていったという事実が認識できる｡

経済発展と全面的な開放政策に伴い､環境に関わ

る法規制は増加の一途をたどり､当該法規に包含

される領域も拡大している｡これは政府が環境問

題を重視する姿勢を強めていっていると捉えるこ

とができるだろう｡企業の生産経営活動はすべて

環境法規に制約され､企業はこの状況の中で正常

な生産経営活動を維持するため､一良好な利益の獲

得や､環境管理を強化しなければならなくなって

きている｡そして､｢企業の環境管理システムは､

完全な環境会計計算システムからその関連情報を

提供すべきである｡それ故に､環境会計の構築は

企業にとって重要な問題である｣(注4)0

中国の環境保護法規制の成文化は､中国におけ



中国における環境会計の展開 5

る環境会計の発展に必要な基礎を構築した｡そし

て､｢環境保護法｣､｢大気汚染防治法｣､｢海洋保

護法｣と ｢森林保護法｣等を相次いで公布し､そ

の内容を拡充していった｡さらに1997年には中国

の刑法を修正し､｢環境汚染罪｣の条項が盛り込

むという対応までとっている｡

上記の環境法規制は､2004年の時点では残念な

がら､会計関連領域に対して直接的な強制力がな

い｡しかし､上記の環境関連の法規制は企業の経

済活動に影響がある以上､間接的にではあるが中

国企業の環境会計実務に影響を与える｡なお､中

国ではすでに環境会計の実務が存在している｡だ

が､法規制という側面からいえば､例えば環境原

価計算と環境会計の関連基準の設定において末だ

空白なままである｡

しかしながら､2001年に中国の環境会計専門委

員会 (注5)が発足したことも事実である｡同年

8月9日､中国会計学会環境会計専門委員会が開

催され､中国における環境会計の研究課題を議論

した｡上記専門委員会の参加者は､中国の環境会

計には環境会計報告が重要であると考え､環境会

計報告の形態および上場企業環境情報の開示方法

等を検討している｡これらのことから筆者は､中

国における環境会計の今後の躍進を期待するもの

であり､中国国内の環境会計基準の設定や関連法

規制を早急に作り出すべきであると考える｡

2.環境会計展開の必要性

(1)中国における環境会計の構築は､深刻な自然

環境問題の現状から要求されている｡中国は自然

資源の総量において ｢一大国｣といわれる程であ

る (注6)｡しかし1人当たりの自然資源 ･自然

環境保有量に換算した場合､決して豊かな国であ

るとはいえない｡例えば中国の耕地1人当たり保

有量は1.2ムー (1ムー-6.66アール)であり､こ

れはおよそ世界全体の1人当たり耕地保有面積の

2/5を占めている｡しかし淡水の平均保有量は

2,800立方メー トルであり､世界の-人当たり平

均レベルの28.1%でしかない｡さらに､森林の蓄

積量は1人当たり8.4立方メートルで､世界1人当

たりレベルの1/10である｡その他にも､草原の1

人当たり保有量は世界の平均的水準の32.3%､45

種類の主な鉱物の資源は1人当たり保有量で世界

の平均的水準の半分である｡多くの経済学者の予

言によると､｢21世紀における中国の経済発展の

制約に対して最も重要な要素は自然資源である｣

(注7)という｡

上記の1人当たり自然資源 ･自然環境の少なさ

にも関わらず､中国経済は急速に発展している｡

そして､経済発展に伴う資源の浪費と生態環境破

壊という問題が深刻化しているO資料によれば､

中国のエネルギーの利用率は30%しかないが､先

進国はすべて40%以上という水準にある｡中国の

GDP対エネルギ-消費の単位あたりエネルギー

消費量は日本の6倍で､米国の3倍､韓国の4.5

倍である｡12種洋の主な原材料の消費に関しては､

中国は先進国に比べて5-10倍も高かった｡中

国の3,496箇所の鉱山資源総回収率は30%であり､

世界水準よりも20%低い (注8)｡これらの数値

が示す自然資源利用の効率性の悪さを､筆者は中

国の ｢資源浪費｣と捉えている｡

資源浪費の結果､生態環境が悪化するのは当然

である.中国の水土流失の面積は1,500万ヘクター

ルに達し､毎年流失する土壌は50億 トンに連する｡

ちなみに黄河のみに限定した数値を見た場合､毎

年流失する沈泥が16億 トンにのぼるが､これはす

べて黄河流域の肥沃な表層の農業土壌の流失を意

味する｡この ｢悲惨な現象｣に対して､海外の研

究者は驚き､｢黄河の流失は沈泥ではなく､中華

民族の血の流出だ｣と嘆いた (注9)｡また､草

原が荒廃する面積は毎年130万ヘクタールで､現

在､中国に存在する草原の90%はすでに荒廃して

しまったか､今なお荒廃し続けている｡しかし､

中国の経済発展の速度がはるかに速く､退化のス

ピード (注10)に間に合わないのである｡すなわ

ち､経済発展を重視する度合いは､草原の荒廃を

重視する度合いよりもはるかに強く､結果として

草原が再生するスピ-ドよりも荒廃するスピード

の方が速い｡その結果､中国の草原は失われ続け

ている｡
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さらに､砂漠化の進んだ土地が3,300万ヘクター

ルあり､森林被覆比率は13.4%しかないという事

実もある｡加えて､水資源も重大な問題を抱えて

いる｡水資源の量的な不足という危機が存在して

いるにもかかわらず､水質汚染は深刻であり､毎

年約360億 トンの汚水の排出が続いている｡その

結果､都市に流れる131本の河川のうち､深刻な

汚染が認められる河川の数は26本にのぼっている｡

特に､重度の汚染河川11本と中度の汚染河川28本

の流域では､住民の飲料水すら確保できていない

地域さえ存在する｡中国はすでに､世界で最も水

が不足する国の 1つになったということが指摘で

きるだろう｡

関連部門の推計によると､中国で毎年発生する

環境汚染の損失は360億元に逢 しており､生態破

壊によって失われた価値は貨幣換算すれば500億

元にのぼる (荏ll)｡なお､ここで示された数値

情報等､データ開示の有効性に関して､数名の専

門家による研究の結果､環境会計情報の開示は

｢データは汚染を減らすことに対 して､20年間管

理することに比べて更に有効であること｣が主張

されている (注12)0

資源浪費､環境汚染と生態悪化は､国民の生活

と経済発展に重大な影響を及ぼしており､環境 ･

資源保護は中国にとって急務である｡しかし､な

ぜこれほどまでに深刻な汚染と悪化が引き起こさ

れたのだろうか｡筆者はこの点に対して､中国が

2004年現在に直面しているような深刻な環境問題

を起こしたキーポイントを見落としていたという

ことを指摘する｡

すなわち､中国は再生産という視点から環境問

題を考慮することを怠っていたのである (注13)0

中国が直面している環境問題は､中国の資源浪費･

環境汚染防止等に関連する情報の測定を実行しな

かったことや､適切な情報開示をしてこなかった

ことと関係がある｡そして､長期にわたって ｢製

品経済｣(注14)の状態の下で､資源の合理的な

補償を無視 し､国民経済の ｢不実増長｣､すなわ

ち経済効率 ･環境効率ともに低い状態を引き起こ

した｡加えて､野放図に資源を浪費し､｢資源の

借越的活用｣で､生態環境の悪化を激化させた｡

それゆえに､正常な資金の調達による資源の保

護 ･管理が行えなかったのである｡さらに､浪費

された自然資源の再生と代替を実行しなかったた

め､資源の消耗量は年々逓増しているにも関わら

ず､有限な資源埋蔵量が減少し､最終的には枯渇

にいたる｡上述した諸点から､2004年現在の中国

においては､環境会計の構築によって企業が社会

経済活動を通して自然資源の保護と生態環境の維

持していくという流れを作り出すことが必要であ

ろうと筆者は考える｡

(2)環境会計の実行は､持続可能な発展からの

要求である｡環境経済学の観点では､生産コス ト

の中で､廃棄物処理費用を計算しない場合､環境

を犠牲にし､高額な利益を獲得する｡そして､廃

棄物処理費用という､帳簿上は表面に出てこない

非常に高額な費用を､社会に転嫁することになる｡

その結果 ｢公共費用｣という支出の増加と､生態

環境の破壊という結果がもたらされる｡

伝統的経済計算方法では､環境資源の消耗と補

償が国民経済計算体系に含まれていなかった｡そ

して､国民経済に ｢不実｣の繁栄を招き､GNP･

国内総生産など国民経済計算の指標の不実と経済

成長率の不実という結果を引き起こした｡さらに､

自然資源の減少や枯渇､国の豊かさ､および生活

者の生活水準向上の程度を､正確に反映すること

もできない｡伝統的経済計算方法が用いられる状

況の下で国家が自国の経済 ･社会発展計画および

関連政策を制定した場合､企業は自社が社会に与

える危害の程度すら認識することができず､まし

て環境保護に対する資本投下を行う意欲は発生 し

ない｡それゆえに､環境汚染が発生し､生態系の

バランスが破壊されたのである｡この事実は当然

のことながら､国民経済の持続可能な発展にも影

響を及ぼす｡

環境保護のため､そして中国の国民経済の持続

可能な発展のため､資源環境の要素を国民経済計

算の体系に組み入れるべきである｡企業がマクロ

経済の一単位として､環境会計の計算とその情報

の開示を行うことは､国民経済計算の正確な測定
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や国民経済の発展水準の適切な評価に役立つと考

えられる｡

(3)環境会計の実行はWTO加盟後における新 し

い国際情勢への適応条件である｡中国は2001年末､

WTOに加盟 した後､他の成員国と同様の ｢最恵

国待遇｣を獲得し､国際経済の大舞台に登場した｡

しかし､現時点において､先進国等が国際市場で

の製品に対する環境保護施策を明確に規定してい

るにもかかわらず､中国では企業の多くがこの製

品に対する環境保護施策をほとんど実行していな

かった｡具体的には､環境ラベル等を自社製品に

着けるための認証を受けていない中国企業が大多

数であったという事例が指摘できる｡

また､ISO14000シリーズの認証取得数は､近

年急速に増加 したが､企業の総数と比較すれば､

まだその数は少ない｡この状況を早急に変えなけ

れば､非関税障壁 (緑色貿易障壁)､の制約で､中

国の多くの製品は国際市場から追放されることに

なる｡さらに､国際貿易の拡大や､資本市場の開

放に伴い､中国の環境会計の構築とその状況の改

善が強く要求される｡多くの先進国では､企業の

環境保護の努力を実際に社会へ反映し始めており､

環境会計を行っている｡例えば､米国の証券取引

委員会は､すべての証券会社の環境負債に関する

情報を開示するように要求している｡また､オー

ス トラリア統計局は国家経済計量の規定に基づく

国有資産負債表に自然資源を含むことを要求して

いる｡

さらに､外資企業の中国に対する投資 ･進出の

増加と､このことに伴う環境会計制度の整備の必

要性も指摘できる｡中国のWTO加盟が契機となっ

て､今後外資企業が中国に投資する機会は､確実

に増加する｡投資を実施する外資企業は､投資先

の中国企業の実態を客観的に認識するために､比

較可能性ある会計情報の作成と提供を中国企業に

要求する｡その結果､企業間の会計情報の関連性

と比較可能性を得るために､国際会計の慣行に接

近した形で中国企業の会計制度の整備が進められ

ることとなる｡しかしここで､中国は環境関連情

報の側面においても､国際的に通用するような環

境会計システムの構築が必要となる｡なぜならば､

中国へ進出してくる外資企業に､彼らが行う経済

活動は中国の自然環境に与える影響を適切な形で

開示させない限り､外資企業による ｢資源浪費｣

が､引き起こされる可能性が極めて高いからであ

る｡それゆえに､中国は､WTOの加盟後の ｢国門｣
の打開に伴い､それに関連する措置をとる必要が

ある｡その中でも特に､国際的に通用する環境会

計制度を制定し､企業に実施させない限り､資源

の浪費と汚染は避けられない (注15)0

中国が環境会計を実施するということは､先進

国企業による中国の自然環境 ｢略奪｣を抑制し統

制するということである｡それゆえに､中国は環

境領域に関する統一的な基準を作成 し､その基準

を適用することによって､外国資本が中国の自然

環境を破壊することを抑制 ･統制し､環境保護を

果たしていくことが重要である｡

(4)環境会計の実行は､企業自身の発展からも要

求されるものである｡中国の汚染物はその排出量

から見ると､工業からの排出量が70%を占め､工

場が主な汚染源となっている (注16)｡そして前

述 したように､過去の中国における伝統的企業

の発展形態は資源消耗が多く､資源利用率が低

い｡いわゆる廃棄物排出量が多い ｢粗放型｣であ

る｡それは次の3つの点が､企業の経済発展の中

の環境要素を損なったことに原因がある｡① ｢多

くの生産要素投入に対して､少ない生産量｣とい

う状況下で､過度な資源開発や深刻な自然環境破

壊が必然的に発生 した｡② ｢高い資源消費率に対

して､低い生産効率｣という状況下で､過度な資

源浪費が必然的に発生 した｡③ ｢高い汚染度に対

して､低い環境保全効果｣という状況下で､自然

環境補償能力を失った結果､企業自身の発展を妨

げることとなった｡

現在､中国経済の急速な発展に伴って､人々の

需要は多元化し､物質的な需要増加に加えて､精

神的な充足に対する需要やクリ-ンな環境に対す

る需要が増加している｡その結果､企業が投資計

画の評価をする際に､環境汚染のコス トを過小評

価することができなくなりつつある｡すなわち､
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企業が日常的な経営活動を実施する際に汚染の予

防 ･対策をとることが､必須となったのである｡

換言すれば､経済的な企業経営の目標を確立する

と同時に､汚染対策の整備 ･環境保護 ･資源利用

など多数の目標を考慮 しなければならず､企業は

社会的責任を担うこととなった｡このことは､長

期的利益という視点からすれば､中国企業は競争

を有利に進めるために社会的責任を考慮し､自社

の価値を高めていく必要があるということを意味

している｡

企業の環境会計導入は､企業の外部へ環境会計

情報を提供するだけでなく､内部管理においても

有用性を発揮する｡環境の視点を考慮した投資意

思決定や､日常的な環境関連活動の管理統制と事

後分析評価等を実施する際の判断情報の作成と提

供を､環境会計は包含している｡これに加えて｢最

高｣の経済効果と環境効率向上を追求することに

よって､環境会計はその情報の価値を体現するこ

とができる｡例えば､企業は新型の環境保護設備

を購入するか､罰金と排汚費を引き続き支払うか

のいずれが自社の経済的利益を増加させるか､あ

るいは減少させるかを認識することができる｡ま

た､古い設備を使用し続けることと新型の設備を

導入することのいずれが経済的であるか､さらに

は､既存の製品を引き続き生産するか､設備を更

新して､より環境に対する負荷の少ない ｢クリー

ンな製品｣に転換することのいずれが自社にとっ

て適切であるかといった､様々な意思決定の局面

に環境会計の情報は用いることができる｡

以上の諸点から､中国の経済発展には環境への

配慮が必要不可欠であり､環境会計の展開は中国

の発展､ひいては国際経済の発展に必要なのであ

る｡では次に､環境会計の展開について考察して

みよう｡

3.環境会計の展開

中国の環境会計を実務の面から見ると､専門的､

かつ制度に則った活動が行われていない｡しかし､

事実上､企業が直面する環境問題と､その解決行

動としての環境活動は､それらが明確な財務的影

響を発生する際に､現行の会計処理方法で通常の

財務会計問題として処理されている｡

例えば国家あるいは地方の環境保護機関の規定

によって企業が支払った排汚費や､企業の環境保

護部門の経費支出などは､本来環境費用で処理し､

計上すべきものである｡しかし実際には､環境費

用とは関係ない､管理費用として計上することに

なっている｡このことに加えて､既存の設備に増

設した環境保護施設の支出を､環境費用とは関係

のない固定資産に計上することもある｡前世紀の

1980年代半ばから､国家統計局と国家環境保護総

局は､企業が環境基本状況の統計表を編成し､国

家に申告するように要求した｡しかし､それらの

データは国家機関と関連部署しか調査できないた

め､その他の外部組織等が企業の環境状況 ･環境

業績などの情報を得る機会は制限されていたので

ある｡

(1)中国の環境会計の研究状況

中国の環境会計理論に関する最初の提示は､

1990年代初頭に､葛家瀞教授の論文によってな

された (注17)｡それを契機として､環境会計は､

中国の会計理論研究会で反響を呼んだ｡中国の環

境会計の研究について､中国は遅れている｡この

研究領域に対 して一層成果を向上させるために､

会計の学者 ･研究者 ･実務家､そしてその関係者

らが共同して努力していくことが必要である｡

しかし現在､中国の環境会計については､米国

のEPAのような権威ある機関から発著された環境

コス トに関する手引きもなく､日本のように ｢産･

官 ･学｣が連携 して普及したような状況でもない｡

近年､中国の研究者達は､協力することなく個人

的に環境会計に関する研究を進めている｡企業と

会計実務界は環境会計に関する研究が相当に遅れ

ている上に､学者と企業､学者と会計実務界との

間の ｢老死不相往来｣､日本語に訳せば ｢互いに

付き合わず､往来もしない｣という状況を無視で

きないのが現状である.また､学者からのアンケー

ト調査にすら応じない ｢片思い｣状態で､日本の

リコー､富士通､宝酒造のように､企業から自主

的に環境会計の開発研究の報告も見られない｡
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筆者は中国の環境会計における国内研究文献を

検索した結果､2003年12月までに､中国国内にお

いて発表された､200余の環境会計に関する研究

成果および文献の存在を確認している｡これは､

1995年から2003年まで各年度に発表した文献の数

である｡なお､その後の中国の研究者たちによる

環境会計に関する研究は積極性を増しており､環

境問題が重視されている今日では､環境問題に対

してより意欲的な姿勢がみられるO

ここで上述の､中国で発表された､環境会計に

関する205部の文献の内訳を､以下に概述してお

く｡環境会計の基本的理論研究と理論の紹介等の

文献は多く､両者あわせて113部で､文献総数の

55%を占めている｡また､環境会計の生成と発展

や､環境会計の計算体系および環境情報の開示な

どに関心が強いという傾向がある｡しかしながら､

海外の環境会計の実務と中国の実情を結合し､企

業環境会計の側面から､環境会計の実務的方法に

まで論及した文献は､残念ながら見当たらない｡

(2)中国の環境会計研究の今後の方向

中国会計学会環境会計専門委員会が2001年 1月

に発足して以来､初めての環境会計シンポジウム

が2001年11月24日南京大学で開催された｡中国全

土30余校から40余名の代表が出席したこの会議で､

環境会計についての議論が行われた｡同会議では､

中国科学院の牛文元教授､中国人民大学の秋建新

教授､清華大学の謝徳仁博士と南京大学の楊雄勝

教授らがそれぞれの論題を発表している｡この会

議は中国環境会計の推進や今後の研究方向に対す

る重要な意義を持っていたと位置づけられている

(注18)｡

Ⅱ 中国における環境原価の計算

2004年現在では､マクロ的視点において中国の

伝統的企業発展形態が ｢高投入､高汚染､低効率｣

という ｢両高一低｣の発展形態であることを､明

確に認識することが可能となっている｡これは持

続可能な発展戦略と逆行しているO企業の業績を

正確に計算したいのならば､必然的に企業の環境

保護における費用 ･収益 ･資産と負債を計算しな

ければならない｡環境会計を実施することは､企

業の業績と国民総生産を正確に測定するべきであ

るという要求と同義である｡ ミクロ的視点では､

環境会計の実施は企業競争力増強に影響を与える｡

これは企業がクリーンな製品を開発することに

よって得られる市場の確保という側面だけでなく､

環境保護に関する情報の開示によって得られる自

社イメージの向上等といった側面､さらには環境

会計の計算の結果可能となる環境関連の損失 ･支

出の回避等といった側面を考慮する必要がある｡

1.環境原価計算

現在､環境原価の定義､内容とその分類につい

ての国際的な環境会計基準は制定されていない｡

中国国内と海外の環境原価に対する認識に差異が

ある状態である｡すなわち､その使用目的が異な

るため､その表現も異なることとなっている｡な

お､国際的な視点においても､環境原価の定義は

統一されていないのが現状である｡

中国には､環境原価計算に関する基準 (制度)

は制定されていないが､海外の研究の影響を受け

て､国内の研究者が環境原価の分類についての研

究に進展があったと指摘できる｡ここで2つの代

表的な見解を検証してみることとする｡

一つは北京大学の王立彦教授が ｢環境原価計算

と環境会計体系｣の論文で､環境原価について分

類を行ったことである｡彼によれば､環境原価の

明確な定義は難しいが､いくつかの側面から環境

原価を解釈することができるとしている｡そして､

それは確認と測定が可能であると論じた｡王教授

による環境原価の分類は､以下のようになされて

いる｡

①空間的視点によって環境原価は､内部環境原価

と外部環境原価とに分類できる｡①時間的視点か

ら環境原価は､過去環境原価､当期環境原価と未

来環境原価とに分類できる｡そして③機能によっ

て､環境原価は発生 した環境損失と支出の補償､

環境の現状維持による支出と偶発的環境損失の予

防による支出などに分類できるとしている (注

19)｡
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彼は､内部環境原価と外部環境原価の区分は､

企業の負担を計上するか否かという基準で行った

としている｡内部環境原価は環境要因で発生した

企業が負担 ･計上する貨幣的な費用をいう｡それ

らの費用は排汚費､環境の罰金と賠償費用､環境

整備及び環境保護設備投資などが含まれている｡

外部環境原価は企業の経済活動による環境影響を

負担すべき費用であるが､これらはいまなお明確

に測定できないという点を指摘している｡環境に

影響を及ぼすという事実上の ｢環境原価｣は､｢環

境法規の改善と環境会計基準の制定に伴って､内

部環境原価に転化することは時間の問題である｣

と指摘している (注20)｡

発生の時間による分業削こついては､当期で確認

された環境原価を各期汚染損失の補償の対象とし

て行った｡つまり､過去環境原価の当期支出は､

過去で発生 した環境費用となり､発生した環境汚

染の処理あるいはその損失の補償を指している｡

当期環境原価は当期の支出であり､当期で発生し

た環境費用となり､当期環境汚染と当期環境損失

の補償である｡そして､未来環境原価は当該会計

期間に未来の環境損失の処理と補償のための見積

額で､環境原価の準備金を計上することとなる｡

異なる機能という視点による環境原価の分類に

ついては､過去の補償､現状維持と未来の予防と

いう機能で行われる｡過去環境原価は､発生した

環境損失を企業が負担することを示す｡すなわち､

過去の損失の補償に関わる支出である｡当期環境

原価は環境原価の発生と環境影響が共に当期に発

生した場合に計上される｡環境原価計算の目的は､

環境原価を維持することである｡環境損失を予防

するための環境支出は､環境損失の予測で､自主

的な予防支出であると考えられる｡

王教授の分類は､特に発生の時点による四つの

分類と､異なる機能による環境原価の分浮を､明

確に区別できない点が問題である｡しかし､彼の

見解は､今後中国の環境原価計算に対し､啓発を

促すであろうという点において高く評価できると

筆者は考える｡

そのほか､干啓武､徐瀧､易験の ｢ISO9000シ

リーズとISO14000シリーズの結合研究｣(ISO9000

質量体系与ISO14000環境管理体系結合研究)で

は､環境原価を自然資源消耗費用､生態資源の降

級費用､自然資源の基本保有量の維持費用､そし

て生態資源の保護費用に区分している (注21)｡

2.環境原価計算システムの確立

中国における環境会計理論上の主張は概ね2つ

に分けられる､一つは伝統的会計システムにおい

て､環境保護の内容を環境の要素の認識 ･測定 ･

報告などを加えること､もう一つは新しい環境会

計システムを構築することなどに分けられる｡し

かし､後者の新しい会計システムの構築にはさま

ざまな困難が伴うので､中国の会計界は前者を選

択しようという傾向にある｡

環境先進諸国を実務上から見ると､すでに環境

会計の主な内容は企業の環境報告書に環境情報の

開示を取入れること､また､会計処理上で､環境

保護費用と収入を独自計算すること､新しい業績

評価体系を採用すること等が存在する｡そして会

計処理の基準が企業の環境保護意識を強調するこ

と､さらに､会計主体の活動の内外部経済や不経

済などを反映することに関する研究が進んでいる｡

(1)環境情報の開示における環境原価計算の強化

会計発展史の視点からすると､会計学の発展と

環境会計は同様の発展形態をとってきていると見

ることができる｡すなわち､実務の発展が先駆け

となり､理論と準則が実務に基づいて生成され､

そして実務に影響を与えるという発展形態である｡

先進国の環境会計の発展過程を見ると､まず環境

原価の計算と開示がなされ､次にこの環境会計の

実務の影響で会計準則および政府の政策に影響を

及ぼす｡そして環境原価に環境会計と環境管理を

結合して用いられるというような形で､環境情報

の開示という行為の上で､漸進的に展開してきた

のである｡具体的には､例えばイギリスでは､環

境情報開示は最初に社会責任報告の一部分として

認識され､その後､年度報告される情報の一部と

され､最終的に単独で環境報告を編成するという

展開が行われてきた｡これらの流れから､中国の
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会計主体の最も重要な任務は､環境情報の公表を

強化することであり､そして会計準則の ｢偶発事

項｣を参考にし､環境負債と環境費用 (政府規定

の緑化費用､環境法規制の違反で招いた休業､罰

金など)を計算することであると筆者は考える｡

(2)環境会計システム確立の強化

環境先進国の実例から見ると､環境法規の整備

と現行の環境法規制を厳格に実行することが同時

に行われている｡具体的には､まず新しい環境法

規を制定し､改善するべきである｡日本の環境省

は ｢環境会計ガイドライン｣､｢環境会計ガイ ド

ブック｣を相次いで公表し､日本企業の環境報告

書の発行や環境会計の実施に対して大きな役割を

果たした｡さらに同省は2003年に ｢環境報告書ガ

イ ドブック (2000年版)｣の改正を行い､2004年

5月に国会で ｢環境情報の提供の促進等による特

定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関

する法律｣が成立した｡同法の成立の結果､日本

企業の環境会計の実施及び環境報告書の発行がよ

りいっそう推進されるという成果になって現れる

と予想される｡

次に､環境会計基準の設定である｡2004年時点

における会計実務を見る限り､多くの環境法規制

は会計事項処理との関連性が少ない｡それゆえに､

会計上､環境会計情報を取り入れていくといった

処理を行うのは困難である｡また､環境関連事項

の処理の方法が多様であるため､会計の根本的な

段階から環境関連情報を取 り入れていくことは､

相当に困難であることが予想される｡しかし､環

境情報の開示が一定の程度になると､会社に対し

環境整備 ･保護 ･予防 ･管理に関する費用支出の

会計処理 (認識､測定含む)が要求されるように

なる｡それゆえ､環境会計基準の設定が必要である｡

最後に､環境会計の監査を強化することの必要

性を指摘しておく｡世界の大手会計事務所は､環

境会計を相当に重視している｡これは環境会計の

実務と理論の研究の推進にとって非常に重要であ

る｡中国政府は環境会計 (環境監査)を強化すべ

きである｡それにより､環境会計と環境法規の執

行状況を監督し､会計主体 (企業)の環境保護意

識を強めることや､環境原価計算など環境情報の

公表を促進することが可能となるからである｡

Ⅱ 中国における環境会計の現状

1.中国における環境会計情報開示の現状

(1)一般企業の環境会計情報開示の現状

中国における企業の環境会計情報の開示は､海

外の開示状況に比べると遅れている｡中国では､

環境保護における資源と環境保護に関する多数の

法規制の相次ぐ公布とともに､多くの行動計画と

戦略法案を制定した｡特に､環境保護の実践にお

いては､｢誰汚染誰治理､誰開発誰保護､誰利用

誰補償､誰破壊誰回復｣という ｢汚染者負担原則｣

を制定することによって (注22)､ある程度､企

業の環境会計の情報開示を促進してきた｡しかし､

それらは完全といえない｡その実施細則が明確で

はなく､特に操業度を改善すべきである｡さらに

環境会計情報の開示の具体的な法律､規定等にも

問題があるし､実務的な側面では企業の環境保護

責任の不確定性や､公認の測定基準や環境情報の

収集等に問題がある｡

現行の会計制度においては､環境保護費用に関

する会計計算体系を確立していないので､企業の

｢管理費用｣勘定科目の中に ｢排汚費｣と ｢緑化

費｣項目で開示 している (注23)｡前者は企業が

規定の通り徴収された ｢排汚費｣(汚染物を排出

したため課された費用)で､後者は企業が敷地内

で緑化活動を実施するために発生 した費用である｡

しかし､企業の経営活動は人々の生活環境に対し

て重大な影響を及ぼしている｡そのため､企業が

社会に対して環境会計情報開示の責任を果たすべ

きである｡現時点では､中国の企業が環境会計情

報開示はまったく利害関係者の要求を満たしてい

ない｡利害関係者をいかに満足させるか､利害関

係者からはどのような情報が要求されているのか｡

これらについて中国の環境会計情報開示は､今後

解決していかなければならない｡

(2)上場企業の環境情報開示の状況

上述のような状況の下､筆者は2002年末まで上

海 ･深別証券取引所で上場した建築､建築材料業
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界の59社を調査 した (注24)｡資料収集を行った

58社中､環境情報を開示したのは29社であり､調

査企業の50%に達している｡1993･95年の上場企

業は､環境情報を開示しなかった｡また､1994年

の8社､96年の 1社などを除いて､1997年以降､

上場企業の開示企業が半数以上を占めている｡

2.中国の企業環境会計情報開示に関する諸規制

(1)一般企業の環境情報開示の規制

｢中華人民共和国清潔生産促進法｣(以下清潔生

産促進法と略す)に基づいて､2003年9月に､国

家環境保護総局が企業の環境情報開示をするよう

に通達した｡この通達は各省 (自治区 ･直轄市)

の環境保護部門が｢清潔生産促進法｣の規定に沿っ

て､任意的にメディアで定期的に汚染物や､汚染

物の排出総量の規定や､それを超えた厳重汚染企

業のリス ト (ブラックリス ト)などを開示するよ

う指示することである｡ブラックリス トに載った

企業は､この通達によって､2003年10月末までに､

2003年上半期の環境情事臥 そして2004年から毎年

3月31日まで前年度の環境情報を開示することと

なる｡また､ブラックリス トに載っていない企業は

この通達を参考にし､任意的に環境情報を開示す

る｡この通達は強制的開示環境情報と任意的開示

環境情報とに分類され､それぞれにあわせて企業

は定期的な環境情報の開示を要求される (注25)0

上述した規定は強制的環境情報開示と自主的環

境情報開示とに分けられるが､前者の強制的環境

情報開示では､内容の真実性､正確性と､内容に

関連した3年以上連続性のあるデータが要求され

る｡作成される情報の内容は､企業の環境保護方

針､汚染物の排出総量､企業環境汚染整備の状況､

環境保護法規制の遵守の状況と環境管理などが含

まれる｡後者の自主的な環境情報には､企業の資

源消耗情報､企業汚染物の排出技術的指標､企業

の環境関心度､次年度の環境保護の目標､主な社

会的環境保護活動､環境保護に関する受賞､環境

効果､地球温暖化や酸性雨など潜在的な環境影響

などが含まれる｡さらにその規定は環境情報の開

示方式､処罰条項も要求するものである｡

(2)上場企業の環境情報開示に関する規制

中国の環境保護法規制の強化や､公衆の環境保

護への関心が高まるにしたがって､中国国内の証

券取引にも影響が及ぼされている｡1997年に中国

証券監督委員会 (以下､証監会と略す)が ｢株式

発行の企業に関する情報開示の内容と格式準則第

一号[株発行の説明書の内容及び格式】の通達｣の

中に ｢株発行の説明書の本文におけるリスク要因

とその対策｣についての規定を公表 した｡それは発

行人の所在業界の特徴､発展趨勢の中に業界の競

争状況､特に環境保護要因のけん制や自然資源の

依頼度などを含めて公表することを要求している｡

さらに､1999年に証監会は ｢株式発行企業の情

報開示の内容および格式準則第六号[法律意見書

の内容と格式】(修正)についての通達｣の中で｢発

行人の重大な債権 ･債務関係｣を規定した｡それ

は発行人の環境保護対策､知的所有権､製品の品

質､労働安全等の原因で発生 した債権があるか否

か､それに発行人の環境保護と製品品質標準｣と

いう規定で､発行人の生産経営活動が環境保護関

連政策の要求や､三年以内の違法歴などを明確に

開示するように要求したものである｡

そして2003年に国家環境保護総局が ｢上場企業

の申請や上場企業の再融資の申請に関する環境監

査についての通達｣を公表 した (環捜[2003]101

号)｡その中に冶金､石油化学など13重度汚染業

界を暫定した(注26)｡申請の企業が30日(勤務日)

以内で環境保護管理部門の監査を受け､その結果

を環境保護総局のHPで10日 (勤務日)間に公表 し､

公示の状況にあわせて､最終の監査結果を中国証

監会に通報する｡同通達は､汚染業界における上

場企業の環境法規制の遵守や､上場企業の環境汚

染による投資リスクの回避､社会資金調達の投資

方向の統制など､重要な役割を果たしている｡

Ⅳ 日中両国の企業における環境報告書

の現状

1.日中両国における環境報告書のアンケートの

結果

(1)中国の環境報告書の調査結果
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中国のアモイ大学会計研究センタ-の李建発､

肖撃両氏 (以下アモイ大学研究チームと称す)が､

2001年7月に､アンケート調査を行った｡ここで

中国における企業環境報告書のアンケー トと実態

検証について概述すべきであるが､本稿では紙面

の関係もあり割愛した｡このアンケートと実態に

ついては､筆者の ｢中国における企業環境報告書

の現状について一考察｣2004年第8号 『研究年報』

を参照していただきたい｡

このアンケー トの回答全体に対して､ISO14001

認証取得企業 ･サイ トは40%を占め､3年以内

にISO14001の認証を得ようと計画している企業 ･

サイトは75%を占めている｡会計事務所からの回

答状況を見ると､ISO14001の認証企業は25%を

占めている (注27)0

持続可能な発展理論については､回答者の18%

は ｢持続可能な発展理論はできる限り生産性の拡

大を意味する｣と考え､回答者の21%は ｢持続可

能な発展理論は環境汚染の抑制を意味する｣と考

えている｡回答者の9%は ｢この理論は人口の増

加を抑制する｣ことと考え､回答者の54%は ｢持

続可能な発展理論の核心の内容は環境保護を意味

する｣と考え､回答者の15%は ｢その他｣と考え

ている｡

なお､ISO14001の認証についての調査結果は

以下の通りである｡すなわち､回答者の30%は｢大

体分っている｣､回答者の48%は ｢聞いたことあ

るが具体的な内容が分らない｣､回答者の22%は

｢ぜんぜん分らない｣と回答した｡

以上の結果により､持続可能な発展理論に関

する認識については環境保護と認識 しており､

ISO14001環境管理国際標準についての認識はま

だ不充分であることが判明した｡その他の注目す

べき結果として､以下に3つの点をまとめておく｡

①環境支出 ･環境収入項目およびその会計処理 :

関連企業の ｢環境支出｣と ｢環境収入｣科目お

よび会計処理の調査結果は､旧設備改造と更新に

関する環境保全支出､新しい投資プロジェク トに

関する環境施設支出､排汚費 (注28)に関しては､

最も高く93%､89%と89%であった｡その中に独

自帳簿で記載された排汚費が71%であった｡そし

て､企業環境収入科目および会計処理についての

上位の三項目は､企業の ｢三廃｣(注29)のリサ

イクル製品による収入､企業の ｢三廃｣のリサイ

クルによる税金滅免除収入､顕著な環境保護業績

について国からの賞金に関しては､82%､66%と

61%であった｡

②企業環境問題の財務的影響 (問題6):今回の

調査は回答者の問題6に関しては5つ等級に分け

ている (5-非常に同意､4-同意､3-不確

定､2-不同意､ 1-非常に不同意)｡この調査

はSPSS10.1というソフ トによって調査の回答回

数を統計 ･分析し､平均値と標準偏差を計算して

きた｡次に問題6についての調査結果を検討して

みよう (注30)0

問題⑥､⑦､⑧についての調査結果として､回

答者は企業の株価が環境問題に関する影響を確定

できないことであると考えている｡しかし多くの

回答者は企業が負担可能な環境負債を低く予想し､

新たな環境法規が企業に環境負債をもたらすと考

えている｡

問題⑩の調査結果として､企業は環境に関わる

支出が特別の税収優遇政策を補償すべきであると

考えている｡また､企業の環境保護行為に対して､

財政の補助や政策の誘導の必要があると考えてい

る｡

問題⑮の調査結果では､企業の潜在的な環境問

題は情報使用者の意思決定に対して影響を及ぼす

ことが示された｡問題⑦と(釘に併せて､企業は財

務報告書における発生可能な環境負債を十分に開

示 しない場合､情報使用者の意思決定に影響があ

るだけに限らず､誤った意思決定をもたらす可能

性があると考えられる｡

企業の環境報告書の現状と環境情報需要につい

て､企業は財務諸表の中に環境情報を含めておら

ず､そして将来､3年以内に環境会計情報の開示

を行うという計画も立てていないため､現在の企

業は環境会計情報システムを構築していないと認

識できる｡さらに､企業における環境会計基準や

環境会計情報開示に関する規定がないため､近い
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将来に企業は自主的に環境会計情報を開示するこ

とが困難なのである｡しかし､問題⑬の調査結果

は､上場企業における環境汚染 ･損失 ･環境保護

等の環境情報は年度報告書の中で公表すべきとい

う回答者の考えを示している｡このことから､企

業は環境情報に関して､情報使用者の情報供給要

求に応じないということが判明した｡

アンケート結果からすると､回答者の多くが､

環境情報は年度報告書等で外部の情報利用者に開

示する姿勢を示したものの､環境会計情報に関し

ては外部の情報利用者からの情報開示要求に応じ

るという姿勢を必ずしも見せていない｡

現在の中国における企業が公表した環境会計情

報は､比較可能性が欠けている｡さらに ｢環境支

出｣と ｢環境収入｣という特別帳簿を設置してい

ないだけでなく､多くの企業はそれらの項目を計

上しなかった｡この非規範的な状況では､企業の

環境会計情報の比較可能性に影響を及ぼし､その

有用性にも悪影響がある｡問題⑰の調査結果から

は､情報使用者が規範的な環境会計情報に対して

期待していることが伺える (注31)0

(丑企業環境報告の動機と利用者 (問題11)に関

する設問には､現在中国の環境報告書は強制型と

自主型が並存する状況で､強制型は70%と大きく

リードしているo中国政府管理機関の関連規定に

よって､企業は定期的に地方の環境保護部門に環

境情報の提供が義務づけられている｡なお､この

環境報告情報の内容には､企業の ｢三廃｣の排出

および処理状況､汚染物の観測と処理状況の環境

統計報告が含まれている｡

環境報告書の利用者については､政府管理機関

が主な利用者であった (52%)｡次に投資者､金

融機構､顧客､マスコミ､従業員､経営分析担当者､

社会公衆などである｡この結果､現在の企業環境

報告書は国家のマクロ環境管理と汚染処理目的で

供することが中心となっている｡そのため､企業

の環境報告は他の利用者の情報ニーズを無視する

傾向があり､環境情報の提供も不完全である｡

④企業環境報告書の内容 (問題9)の設問では､

回答者は調査票の中で環境報告書の内容に対して

すべて賛同している｡企業環境報告書の内容は､

情報利用者が企業の経済活動によって環境に対す

る影響を把握しようとすることではなく､環境問

題によって財務的影響と環境業績を把握しようと

することである｡

この調査結果は環境報告の内容について回答者

らが賛同しているということであった｡これらの

情報利用者は企業の経済活動に関する環境影響を

承認するだけではなく､環境問題に対する財務的

影響と環境業績も承認すべきであるという結果が

出た.さらに､これらの情報利用者は､アンケー

トに関する企業環境報告書の内容についても認可

していることが表明されている｡表に現れた平均

値は大きければ大きいほど､数値の信頼度が高く

なるという ｢統計検定｣を推定できる (注32)0

(9企業の環境報告の方式とベース (問題8と問

題11)に関する設問では､57%の回答者は企業が

個別な環境報告書を編成すべきであると考えてい

る｡また､40%以上の回答者は､企業の環境情報

が理事会に報告されるだけでなく､決算報告書の

中に提供されるべきであると考えている｡さらに

54%の回答者は企業の環境報告書は毎年一回作成

されるべきであり､33%の回答者は企業の環境報

告書を四半期毎に作成すべきであると考えている｡

①環境報告書監査 (問題12)の調査結果では､

大半の回答者は環境管理体系認証センターが企業

の環境報告書を監査すべきであると考えている｡

このような状況を鑑みると､環境報告書に関して

は､未だに環境に対する影響の技術的指標しか認

識されていないと筆者は考えている｡

(2) 日本の環境報告書の調査結果

2001年に日本環境省が東京､大阪及び名古屋証

券取引所の一部 ･二部上場の企業と従業員500人

以上の非上場企業を対象に ｢環境にやさしい企業

行動調査｣についてアンケートを実施した｡有効

回答数は2,898社であった｡その調査の結果､調

査企業の16.94%に相当する491社が環境会計を導

入しており､調査企業の20.01%にあたる580社が

導入を検討している｡すなわち､あわせて1,071

社の企業が導入もしくは検討中であり､調査企業
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の36.95%に達している｡

また､2003年の ｢環境にやさしい企業行動調査｣

による環境会計を導入している企業は573杜あり､

導入を検討している企業は461社ある｡両者を合

わせて､調査企業の34.9%を占めていることがわ

かった｡さらに同調査によれば､環境報告書の発

行企業は2003年に650社､公表を検討 している企

業は251社に達している｡今回の調査は2001年の

調査と比較 して､導入企業は82社増加した｡ちな

みに回答全体で見ると､上場企業の15%の企業が

環境報告書を編成 ･発行している｡

ISO14001の推進にしたがって､第三者の認証

が契機となり､環境会計の展開は一層促進された｡

2004年2月末まで､日本全国の13,819サイ トが認

証取得した｡それを契機として､環境会計の導入

企業は､特に環境報告書における環境会計情報を

公表する企業が増えてきている｡企業は環境保護

を通して､社会とのコミュニケーション･社会の

好感度を向上させ､そしてその社会的貢献をする

こととなる｡

さらに､この調査によると､回答企業の20%が

第三者認証機関の認証を取得し､35%が認証取得

を考慮している｡すなわち､あわせて55%の企業

が第三者認証機関からの認証取得に関心を持って

いるということが示された (注33)｡

2.両国環境報告書アンケートとの比較

(1)中国環境報告書の調査に関する結論

現在では､中国における企業環境報告書の現状

と環境情報ニーズに関して､現行の企業環境報告

書の欠陥および財務報告諸表の内容が不充分であ

るので､筆者は中Egにおける企業環境報告書のフ

レームワークに関して､以下の6つの要素を考え

るべきであると考えている｡

①中国企業の環境報告書の利用者と目標につ

いて｡今回の調査の結果によれば､政府管理機関

が､2004年現在の中国企業環境報告書の主な情報

利用者である｡中国の持続可能な発展戦略の実施

に伴って､この経済発展のモデルは重エネルギー､

重汚染の増加モデルから省エネ､無汚染 (清潔生

産)(注34)の増加モデルに転換 される｡これに

従って､産業構造の大規模な調整が行われるべき

である.すなわち､重エネルギー､重汚染という

伝統的な産業を大幅に圧縮 し､省エネ､無汚染の

環境保護型産業､｢資源節約型｣｢環境重視型｣の

産業を即時に発展させるということである｡そし

て､政府の環境法規と環境管理標準を一段と厳 し

くしなければならない (注35)｡こうした状況の

中で､中国企業は経営における環境の影響を重視

し､環境品質に関する企業の持続可能な発展の重

要性を認識し､企業の発展戦略として ｢効果優先｣､

｢資源節約｣､｢環境重視｣を指針としている｡環

境活動は企業の経営活動の重要な構成要素であり､

企業のライフサイクルの中に深く浸透することに

なる｡環境情報は企業の持続的な経営､業績評価

と投資意思決定の過程に不可欠な重要情報となる｡

(夢中国における企業の環境報告書の主体につい

て｡

今回の調査の結果が示 しているように､新たな

環境法規は企業の潜在的な環境負債を発生させる

可能性があるが､企業は一般的にその見通しをも

たない傾向にある｡もし企業が財務諸表の中で環

境負債を充分に開示しないとすれば､情報利用者

の意思決定に影響があるだけではなく､意思決定

を誤らせる危険性もあるため､株式市場の正常な

発展に悪影響を及ぼす｡短期的には､上場企業が

率先して企業の環境報告書を開示すべきであると

筆者は考える｡

(参中国企業の環境報告書の内容について｡企業

の環境報告書の内容は､情報利用者のニーズを反

映すべきである｡もし中国の企業環境報告書の主

な利用者が政府機関､投資者､金融機構とすれば､

その内容はこれら三つの主たる利用者のニーズを

考慮すべきである｡今回の回答者に投資者と金融

機構が含まれていたことから､環境報告書の内容

も利用者の情報ニーズも明らかになった｡そして､

現在の環境影響情報を充実させるために､中国の

企業環境報告書は企業の概況と環境方針､環境会

計情報､環境業績と評価指標､環境監査等の内容

を増やすべきである｡
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(む中国企業の環境報告書のモデルについて｡中

国企業は以下の二つの環境報告書モデルで環境情

報を開示する｡一つは､補充報告モデルである.

このモデルは､既存の財務報告書の下で会計科目

の増加によって､会計諸表で企業の環境情報を開

示する｡それによって､補充報告書モデルは既存

財務諸表の不充分な状況を補うという形で､既存

の財務報告諸表を補完 ･拡充する｡

もう一つは､個別環境報告書モデルである (注

36)｡個別環境報告書モデルは､現在の先進国が

しばしば利用している環境報告書モデルである｡

このモデルは､企業は環境受託責任を負う存在で

あり､関連情報を全面的に報告すべきであるとい

う考え方に基づいている｡このモデルは中国にお

ける既存の環境報告書の欠陥を補い､既存の財務

報告諸表も補完する｡個別環境報告書モデルの具

体的な内容は企業概況と環境方針､環境標準指標

と実際指標､廃棄物､製品包装､製品､汚染物排

出､リサイクル等の情報､それに､環境会計情報

(環境支出､環境負債､環境整理準備金､環境収

入)などを含む｡さらに同モデルでは､環境業績

情報 (環境処理と投資､奨励など)と､環境監査

なども包含している｡

現在､中国における環境会計準則が空白という

状況の中で､企業はまず､個別環境報告モデルで

環境情報を開示すべきである｡将来中国の環境会

計準則が制定されたあとで､補充環境報告書モデ

ルを利用するのが望ましいと筆者は考える｡

①中国企業の環境報告書の開示について｡中国

の社会主義市場経済において､政府機関がマクロ

環境管理の中で重要な役割を発揮しているのに対

し､既存の環境保護局に環境報告書を提出すると

いう制度が保留されている (注37)｡中国におけ

る企業環境報告書は上場企業の財務報告書の一部

である年度財務報告書と同時に提出することが望

ましいと筆者は考えている｡また､中国は早急に

全国範囲で企業環境報告書データベースを作成す

べきである｡特にインターネット等を通じて企業

の環境報告書を公表し､企業環境情報報告の透明

度の向上を図ることが望ましい｡なお､インター

ネット等を通じた情報の開示は､情報の即時性を

確保すると同時に､より広範な情報利用者が容易

に情報を入手することも可能とする｡

⑥中国企業環境報告書の監査について｡上述の

ように､企業環境報告書の内容は企業経営活動の

環境影響を含むだけでなく､企業環境活動に関わ

る財務的影響と企業の環境業績も含むべきである

と筆者は考えている｡この新たな企業環境報告書

は補充報告書モデルと個別報告書モデルのどちら

を採用するにしても､環境会計情報を含むべきで

ある｡なお､企業環境報告書の利用者に対する､

記載情報の信頼性確保は必須である｡この信頼性

は､企業の環境情報の真実性と情報の検証性に

よって確保されている｡企業環境報告書において

は､公平､公正な検証性という観点により､独立

した第三者の監査が要求される｡企業環境報告書

に対して､環境監査は企業が提供した環境報告書

の真実性を検証し､評価し､その評価の結果を監

査報告書という形で環境利害関係者に提示するこ

とである｡環境報告の監査の役割は真実性のある

情報を提供することである｡具体的には､環境監

査の実施者が､企業の環境報告書に記載された情

報の真実性を保証し､情報利用者が､企業が環境

受託責任を果たす状況を把握できるようにするこ

と｡そして､情報利用者が企業に対して監督およ

び適切な意思決定を行えるようにするために､環

境監査報告書を環境利害関係者に正確な情報とし

て伝達することである｡

(2) 日本の企業環境会計に関する対策

①政府の監督指導の強化と､健全な法律基礎の

構築｡日本は企棄環境会計と関連する法律休系を

構築している｡日本の政府は現在まですでに700

余の環境法律 ･法規を制定し､企業の環境会計の

推進に対して良好な基礎を構築した｡特に1999年

以降､日本政府は ｢循環型社会基本法｣をはじめ､

多くの環境会計と関連する法規制を作り出した｡

日本の環境省は日本政府における企業環境会計

の実施の担当部署として､企業環境会計の進行に

対してきわめて積極的に取り組んできた｡それは

主に環境会計ガイドラインの制定や､現行の ｢環
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境会計ガイ ドライン (2002年版)の完成､さらに､

2000年､環境報告書ガイドブックを修正したこと

である｡これらは企業の環境会計の実施に大いに

貢献したことといえる｡

①環境関連団体 ･協会等の役割の徹底化｡企業

環境会計を科学的に実施するために､各団体が相

次いで調査研究している｡これらは日本企業の環

境会計を急速に展開する重要原因であると筆者は

考える｡1999年以来､日本政府は各業界に依頼 し､

大量の調査研究を行った｡そのうち､経済産業省

(当時通産経済省)は産業環境管理協会に委託し､

｢環境型投資意思決定の方法についての調査｣､｢環

境重視型業績評価システム｣等の調査研究を行っ

て､大いに効果を収めた｡また､日本公認会計士

協会は環境会計専門委員会を設置し､日本国内外

の環境会計動向についての調査研究を行い､｢環

境会計フレームワークの報告及び財務会計概念の

構造の中に環境会計に関連する報告｣を公表 した｡

さらに､日本会計研究学会は1999年に ｢環境会計

の発展と構築 :平成11年中間報告｣において､環

境情報関連する会計勘定表､環境保全費用測定､

環境と経済総合会計､資源会計､財務報告書にお

ける環境会計の展開､環境管理会計､ISO関連環

境標準及び環境監査などを含む研究を行った｡加

えて､日本社会関連会計学会においても､日本の

環境会計のあり方についての研究を盛んに行って

おり､その研究の方法 ･方向などに有益な助言を

している｡

①積極的な企業環境監査の推進と環境会計の促

進｡上述したように､近年､日本の ｢循環型社会

基本法｣等の各環境法規制の健全的に整備するに

従って､多くの地方自治体 ･公共団体 ･事業体な

どが環境会計を実施し､東京都 (水道局)､京都

府 (企業局)､神奈川県企業庁､横浜市水道局等

が環境会計を実施した｡さらに横須賀市と岩手県

等の役所と公共団体も積極的に環境会計に取り組

んでいる｡この他にも､多くの大学､病院といっ

た事業体が毎年環境報告と環境会計情報を公開し､

環境保護 ･循環型社会展開のために貢献している｡

3.日本の有益な経験からの中国への啓蒙

日本の環境会計は1999年以降､急速な展開が行

われた｡その経験は国連持続可能な発展 ･開発部

｢調査研究計画｣第4回会議で認可され､日本は環

境先進国であるという評価が世界的に認められた｡

日本の環境会計の経験を学ぶことは､中国に対し

て有益な経験を与えるといえるであろう (注38)O

①健全な法規制による環境会計の進行｡世界の

経済発展の軌跡から見ると､多くの先進国は ｢先

汚染後治理｣(先に汚染を引き起こし､後に環境

整備を行う)という過程を経験した｡その経済発

展とともに､環境に対して高価な代価を支払って

きた｡その教訓を中国で認識し､同じ過ちを犯さ

ないように､日本の経験に基づいて､早急に企業

で環境会計を実施し､環境法規制を改善すること

が重要である｡また､健全な法規制体系を構築し

なければならないと考える｡

中国は1979年の ｢中華人民共和国環境保護法

(試行)｣の公布以降､環境保護と自然資源管理に

関する法律を10余部公布 し､30余部の行政法規や､

360項の国家環境標準と600部以上の地方法規を制

定した｡加えて､20余項の国際条約を締結した｡

これらの法規制の制定は､中国の企業環境会計制

度の実施に対する法律の基礎を構築してきたこと

になる｡筆者はこの点について､今後中国は企業

環境会計の強化に関する法律を制定すべきである

と考えている｡それによって企業は､自身が環境

保護と持続可能な発展における社会的責任及びそ

の評価基準､並びに企業環境会計の実施と情報開

示に関する責任と規定を明確にし､企業の環境会

計を促進させることが可能となるからである｡さ

らに､それらの強制的な法律の制定によって､企

業が経済効果の追求と同時に社会責任も果たすと

いう､持続可能な発展の矛盾が解決できるだけで

はなく､企業の環境保護活動に関して自主的に取

り組むことになると考えられる｡

(多産官学の連携と環境会計｡ここでいう産官学

との連携とは､産業界 (主に企業)､政府と学者

(研究者)を中心とする各協会が連携することを

意味する｡前述したように､日本のリコー､富士通､
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賓酒造､ソニーなど多くの企業は､独自の環境会

計を作り出した｡ここで特筆すべき点は､日本の

環境省をはじめとする官庁が､環境会計ガイドラ

インや環境会計ガイドブックを制定し､多くの企

業がそれらに準拠する形で環境会計を導入 ･実施

できるようになったということである｡さらに日

本公認会計士協会をはじめ多くの協会 ･団体の協

力で､企業の環境会計が盛んになった｡

世界の多くの国々と同様に､中国の国家環境管

理の担当部署は国家環境保護総局である｡各地方

の環境保護機関は環境法律の司法監督の強化機関

であり､主に地方政府との二重の統制 (国家環境

保護総局に業務上管理する)の体制をとっている｡

現在､県 (中国では日本の郡 ･町と相当する)以

上の環境保護部門の数は､約2500である｡組織の

上では､ある程度業務を補完できるが､環境先進

国と比較すると､日米独のような環境省 (環境

庁)が独自に環境会計ガイドライン (ガイドブッ

ク ･ハンドブック)を制定するという業務がまっ

たく機能していない｡企業の環境会計は複雑なシ

ステムであり､縦には多くの企業の支持が必要で

あること､横には多くの関連機関 (財政 ･業界協

会 ･学会 ･研究機関)の連携と支持が必要となる｡

そのため､それら関連機関 ･団体の連携によって､

関連業界団体 ･協会の役割を生かし､早急に中国

の実情に適合した環境会計制度 ･基準を制定し､

企業の環境会計を適切に指導することが重要であ

る｡そのことによって､企業の環境会計の実施が

順調に促されると考えられるからである｡

③企業の内在的要因による環境会計の実施｡中

国のWTO加盟後､多くの企業は海外への投資や

輸出のため､積極的に国際競争に参加 していっ

た｡そして､国際社会の要求に適合するため､

ISO14000シリーズを導入 し､多くの中国企業が

認証取得を行っている｡そのため､企業は国際的

趨勢と中国の持続可能な発展の戦略の下で､企業

の内在的環境水準を向上させてきた｡こうした

中で､上海大衆自動車会社は1997年12月5日に

中国環境管理体系監査中心 (センター)の監査

を率先的に受け､中国の国内機械業界における､

ISO14001国際環境標準の認証取得企業第一号と

なった｡そして同社は2000年12月に環境報告書を

公表し､中国で初めての社会へ自社の環境報告書

を公表した｡そのため､同社は同年､国際環境報

告書に関する賞を受賞している｡中国において､

環境報告書を公表する企業の数は､先進国に比べ

わずかであるが､中国の市場経済の発展や､国家

のマクロ的統制の結合が進むにしたがって､企業

の内在的要因は強化されるだろう｡それによって､

企業の環境会計の実施と環境情報の開示を迅速に

展開していくであろうと考える｡

④第三者監査による企業環境会計の促進｡企業

環境会計の主体は企業であるので､企業が自ら全

面的に､真実な環境会計情報の開示を行うという

ことは､実質的になされないであろうという見方

がある｡一方､社会からの企業に対する環境会計

情報の開示には､合理性､公正性､一貫性などが

要求されている｡よって､企業環境報告書と企業

財務報告書を作成 ･開示する際には､同時に独立

した第三者の監督､監査と評価が必要となる｡企

業の環境報告書とその関連領域である環境会計情

報を監査し評価することによって､社会的信頼度

を高めることが可能となるからである｡このこと

から､社会的環境監査は企業環境会計の発展に対

して有効な手段であることが考えられる｡このよ

うに､独立的かつ公正な環境監査の第三者の意見

を求めることは重要である｡そして､早急に中国

企業環境会計制度の制定が必要であると筆者は考

える｡

まとめ

環境会計の生成と発展の過程について､さまざ

まな分類方法が存在する｡この点に関して､筆者

は理論上 ･近代的な環境管理思想の観点から3つ

の段階に分けることができると考えているO第1

段階は､1970年代に先進国をはじめ経済の急速な

発展に伴う公害問題を問われてきた ｢社会責任｣

が中心であった段階である｡この段階は ｢先進先

出｣(先進国が公害問題を先に出てきたという意

味)で､環境会計が極少数の学者から唱えられて
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いた ｢孤軍奮闘｣段階であったということが特徴

として挙げられる｡この段階の代表的な環境会計

の研究業績 としては､イギリスの ｢会計学月刊｣
UournalofAccounting)､1971年ビーモンス (F.A.

Beams)の ｢汚染の社会コス トを統制の転換につ

いて研究｣ と､1973年にマーリン U.TMarlin)

の ｢汚染の会計問題｣が挙げられる｡彼 らの提示

した考え方が､環境会計に関する研究の序幕を開

いた｡日本では1976年に阪本安-の ｢環境会計-

その課題と解決-｣が代表的な業績として挙げら

れる｡

第2段階は､1996年頃までに提示された社会責

任会計を中心とする見解が頻出し､さらに実務家

の間ではISO14000シリーズ (EMAS7750)のブー

ムが発生 し､多くの研究者 ･実務家が環境会計と

いう研究領域で成果を上げていったという段階で

ある｡そして､企業や非営利組織から環境報告書

が続々と公表 されることによって､｢諸子百家｣

段階とでもいうべき様相を呈 したのが､この段階

の特徴として位置づけられる｡

第3段階は､地球温暖化に代表 される ｢地球規

模の環境問題｣に世界各国が注 目し､京都議定

書締結等の形でそれが実現化 していきつつある

という段階である (注39)｡そして､国境を超え

て､国際協力という ｢国際連合｣段階として位置

づけられる｡この段階には､3Eプロジェク ト(注

40)､国連環境計画 (UNEP)のクリーナ ･プロ

ダクション ･プロジェク トなど挙げられる｡

中国にはすでに環境会計の実務の ｢雛形｣が存

在しているとはいえ､環境原価計算と環境会計の

関連基準の設定にはいまだに空白の状態である｡

しかし､2001年に中国の環境会計専門委員会が発

足 した｡そして同年8月9日､中国会計学会環境

会計専門委員会が開催された｡これは中国におけ

る環境会計の展開の萌芽といえる｡

世界が中国の環境問題を重視 しつつある状況

の下で､ISO14000シ リーズを実施することや､

WTOの加盟によって､そして中国企業の国際化

の進展に伴って､企業環境会計の研究が必要とな

る｡その際､環境先進国の経験を参考にし､早急

に中国の実情に適合する環境会計制度を制定すべ

きである｡そして､先進諸国の経験を自国に活用

し､取 り入れることは非常に重要なことであると

の認識が必要である｡

脚 注

1.自然資源と生態環境は､産出が借入に応 じな

い状況になるという状況と意味する｡

2.中国では環境会計のことを緑色会計とも呼ぶ｡

3.李祥義稿 ｢可持続発展戦略下緑色会計的系統

化研究｣､『会計研究』1998.10.

4.察岩兵稿 ｢企業環境会計基礎理論及其応用研

究｣､『財務与会計』､2001.5.P5

5.中国会計学会の下で7つ目の専門委員会 とし

て成立 した｡

6.筆者は中国の教育課程において小学校から､

中国は ｢地大物博｣､すなわち国土は広 く､

鉱産物は豊富だという ｢自慢たらしい｣教育

を受けてきている

7.李玲稿 ｢天子緑色会耳在我国未来友展的丙点

思考｣､『財会研究』1999.1.P13

8.同上､P13

9.同上､P13

10.｢1997年中国杯境状況公拍｣､｢中国教育相｣

1998年6月7日記事

ll.王栄稿 『1994年会耳学袷文選』､中国財経出版

社1996年版､P415

12.別翠英稿 『河北財会』､1997.2.P34

13.唐興荊稿 ｢加]入WTO後我国建立環境会計的

必要性探討｣､『重慶交通学院学報』2003.9

14.製品､ニーズの満足 しか考えていなくて､い

わゆる成長中心とする経済モデルである｡

15.前掲書､唐興荊稿､2003.9.

16.前掲書､李玲稿､P14

17.葛家潜稿 ｢90年代西方会計理論的一個新思潮

一緑色会計理論｣､『会計研究』1992年第5期｡

18.李心合他稿 ｢中国会計学会環境会計専題研討

会総述｣ (中国会計学会環境会計シンポジウ

ムの総括)(2002)



20 神奈川大学大学院経営学研究科 『研究年報』第9号 2005年3月

19.王立彦稿 ｢環境原価核算与環境会計体系｣『経

済科学』､1998.6.P53

20.同上､p64.

21.干啓武､徐瀧､易験の ｢ISO9000質量体系与

ISO14000環境管理体系結合研究｣､F中国標

準化』1999.10,PP29-30

22.前掲書､李玲稿､P15

23.前掲書､兼学叉稿､P27

23.勝山進著 『環境会計の理論と実態』P134.

24.孟鮮麗稿 ｢上場企業環境会計情報開示の実証

と分析｣『証券市場』2003.9.

25.中国環境保護総局Web｡

26.重度汚染業界の限定は冶金､化学工業､石油

化学､石炭､火力発電､建築材料､製紙､醸

造､製薬､発酵､紡績､製革と採掘業などを

指している｡

27.中国のアモイ大学の李建発､肖華両氏の ｢中

国の企業環境報告書におけるアンケー ト調

査｣､

28.排汚費とは汚染物質を排出ために徴収されて

いる費用である｡

29,三廃とは､廃気､廃水､固休廃棄物と意味する｡

30.両側検定という統計方法を採用｡平均値が大

きければ大きいほど有意である｡

31.前掲書､李建発稿､PP72-73

32.李建発稿 ｢中国企業環境報告:現状 ･需要と

未来｣､P73

33.王傑稿 ｢日本の企業環境会計の措置及びわが

39.筆者の修士論文､P38

40.3Eプロジェク トとは､正式には慶磨義塾大

学と中国清華大学のエネルギー､環境､経済

(EnergyEnvironmentandEconomy)をめぐ

る共同研究プロジェク トという､略称は3E

プロジェク トということである｡1999年9月

に東京､同年10月に北京において発足 し､その

本部と運営委員会は両大学に設置されている｡
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